
○近江八幡市立幼稚園保育料徴収規則 

平成２６年１０月１日 

規則第４１号 

改正 平成２７年３月２０日規則第１１号 

平成２８年７月５日規則第４２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、近江八幡市立幼稚園条例（平成２２年近江八幡市条例第１１２

号。以下「条例」という。）第３条及び第４条の規定に基づき、園児の扶養義務者

（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定する者をいう。以下同じ。）

から徴収する保育料の額の決定及び徴収等について必要な事項を定めるものとする。 

（保育料の額の決定及び通知） 

第２条 市長は、幼稚園長が入園許可をした園児の扶養義務者に対し、保育料の額を

決定し、通知するものとする。その額に変更があったときもまた同様とする。 

（保育料の額） 

第３条 保育料の額は、別表第１に定める園児の属する世帯の階層区分に応じ、同表

に定める額とする。 

（階層区分の認定） 

第４条 前条に規定する園児の属する世帯の階層区分の認定については、園児と同一

の世帯に属して生計を一にしている父母（生計の主たる収入を得ている者が父母以

外の扶養義務者である場合は、その扶養義務者）の全ての者について行い、それら

の者の当該年度の初日に属する年の市民税又は前年の市民税額の合計額について行

うものとする。 

２ 前項に規定する税額が確定していない場合には、別に定める階層区分により保育

料の額を定める。 

（保育料の徴収） 

第５条 市長は、第３条の規定による保育料を口座振替又は納付書により、扶養義務

者から毎月の月末までに納入させることによって徴収するものとする。ただし、月

末が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌日をもって納入期限とする。 



（保育料の還付等） 

第６条 市長は、過誤納に係る保育料（以下「過誤納金」という。）がある場合は、

速やかに当該納入者に通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた者又は既納の保育料のうちに過誤納金があることを発見した

者は、当該年度の終了までに過誤納金の還付を請求することができる。 

３ 第１項の規定による過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者

に保育料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれ

に充当するものとし、充当した場合は、速やかに当該還付を受けるべき者に通知す

るものとする。 

４ 過誤納金の還付方法は、現金又は口座振込とする。 

（保育料の減免） 

第７条 保育料の減免は、別表第２に定める基準に基づき行うものとする。 

２ 保育料の減免を受けようとする園児の扶養義務者は、保育料等減免申請書（別記

様式第１号。以下「申請書」という。）に別表第２に定める添付書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、別表第２の区分２（２）の世帯であって、児童扶養手

当受給者は、申請書及び添付書類を省略することができる。 

４ 市長は、第２項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減

免の適否を決定し、その旨を保育料減免決定通知書（別記様式第２号）により通知

しなければならない。 

５ 市長は、保育料を減免する必要がなくなったと認めたときは、直ちに当該保育料

の減免を停止しなければならない。 

（平２８規則４２・一部改正） 

（督促） 

第８条 扶養義務者が第５条に規定する納入期限までに保育料を納入しないときは、

市長は、期限を指定して督促を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保育料を納入

しないときは、幼稚園長に対して園児の退園を命ずるよう通知することができるも



のとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか保育料の額の決定及び徴収等について必要な事

項は、別に市長が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、条例第３条及び第４条の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 

（保育料の額の特例） 

３ 第３条の規定の適用については、平成２８年３月３１日までに限り、別表第１中

「１１、０００円」を「８、５００円」、「１３、８００円」を「９、９００円」

とし、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに限り、同表中「１１、

０００円」を「９、８００円」、「１３、８００円」を「１１、９００円」とする。 

付 則（平成２７年規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

別表第１（第３条関係） 

（平２７規則１１・平２８規則４２・一部改正） 

幼稚園保育料基準額表 

各月初日の在籍園児の属する世帯の階層区分 保育料基準額（月額） 

階層区分 定義 

１ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦

０円



人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受

給世帯 

２ 市民税非課税世帯及び市民税均等割の額のみ（所

得割の額のない）世帯 

２，１００円

３ 市民税所得割額７７，１００円以下の世帯 ６，３００円

４ 市民税所得割額２１１，２００円以下の世帯 １１，０００円

５ 市民税所得割額２１１，２０１円以上の世帯 １３，８００円

備考 

１ この表の２階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、２階層から

５階層における「所得割の額」とは、同項第２号に規定する所得割（この所得

割を計算する場合には、同法第２９２条第１項第１号に同法第３１４条の７、

第３１４条の８、第３１４条の９、同法附則第５条第３項、第５条の４第６項

及び第５条の４の２第５項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。な

お、同法第３２３条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得

割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額と

する。 

２ 園児がいる世帯であって、かつ、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６

年内閣府令第４４号）第２２条第１号から第６号までに掲げる者が属するもの

である場合における３階層の徴収基準額は、次の表により得られた額とする。 

３階層 保育料基準額表に定める額×０．５ 

（注） １０円未満の端数は切り捨てる。 

３ ２階層から５階層までに属する世帯であって、同一の世帯のうち、幼稚園（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定するものをいう。）、保育

所（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定するもの

をいう。）、認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な



提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する

ものをいう。）、家庭的保育事業等（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２４条の第２項に規定する事業等をいう。以下同じ。）、特別支援学校幼稚

部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型

児童発達支援を利用している就学前児童の兄若しくは姉を有する園児若しくは

小学校１年生から３年生までの就学年齢と同一年齢の児童の兄若しくは姉を有

する園児は、次表により計算して得た額をその園児の徴収の金額とする。 

① １人兄又は姉を有する園児 保育料基準額表に定める額×０．５ 

② ２人以上兄又は姉を有する園児 ０円

（注） １０円未満の端数を生じた場合は切り捨てる。 

４ 特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）

第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以

上いる世帯で、３階層のものである場合における徴収基準額は、備考３の規定

にかかわらず、次の表により得られた額とする。 

１人目（特定被監護者等のうち、年齢が１番

目に高い者であって、園児であるものをい

う。） 

保育料基準額表に定める額 

２人目（特定被監護者等のうち、年齢が２番

目に高い者であって、園児であるものをい

う。） 

保育料基準額表に定める額×０．５ 

３人目以降（特定被監護者等のうち、年齢が

３番目に高い者又はその者より年齢が低い

者であって、園児であるものをいう。） 

無料 

（注） １０円未満の端数は切り捨てる。 

５ 備考２の規定の適用を受ける３階層の世帯であって、特定被監護者等が２人

以上いるものの２人目以降（特定被監護者等のうち、年齢が２番目に高い者又

はその者より年齢が低い者であって、園児であるものをいう。）に係る徴収基

準額は、備考２から備考４までの規定にかかわらず、無料とする。 



６ 備考３及び備考４の規定にかかわらず、特定被監護者等が３人以上いる場合

であって、かつ、市町村民税所得割の額が９７，０００円未満の場合の第３子

以降の子どもの利用者負担の月額は、０円とする。 

別表第２（第７条関係） 

（平２８規則４２・一部改正） 

保育料減免基準 

区分 減免額 添付書類等 

１ 所得の

変動に伴

うもの 

当該年の収入が、病

気、事故、同居等の家

族の介護、会社の倒産

等により大幅に減少

した世帯 

① 当該世帯の収

入が皆無となる

ことが見込まれ

る場合 

決定された保

育料と２階層

の保育料の差

額 

収入がない（大幅

に減収した）こと

を証明する書類 

② ２階層以上で

当該世帯の収入

が２分の１以下

になることが見

込まれる場合 

決定された保

育料の２０％ 

２ 生活の

変動によ

るもの 

（１） 園児が病気等で長期的に休むと

見込まれる場合 

全額免除（減

免は月単位） 

診断書 

（２） 母（父）子世帯 ２階層に認定さ

れた場合 

全額免除 

（３） 障がい児（者）

のいる世帯 

① ２階層に認

定された場合 

全額免除 身体障害者手帳、

精神障害者手帳

又は療育手帳の

写しその他証明

できる書類 

② ３階層に認

定された場合

世帯 

決定された保

育料の１５％ 

（４） その他の世帯 ① ２階層に認

定された場合 

全額免除 困窮しているこ

とを証明する書



類 

３ 不慮の

災害によ

るもの 

震災、風水害、火災等こ

れに類する災害を受け

た世帯 

住居が全壊、全

焼、流出、埋没し

た場合 

全額免除 り災証明 

住居が大規模半

壊した場合 

決定した保育

料の５０％ 

備考 

１ この表における区分は下記のとおり定める。 

（１） 母子世帯及び父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）に規定する配偶者のない女子及び男子で現に園児を扶養し

ているものの世帯をいう。 

（２） 障がい児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定める身体

障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定

める療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和３４年法律第１

４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 

（３） その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者

等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう 

２ 減免期間については、区分１においては減免決定日から当該年度の６月間、

その他は当該年度の年度末日を限度とする。 

３ 複数の事由にわたって該当する場合には、減免額の多い事由を１つ選択して

減免するものとする。 

４ 当該世帯の収入とは、父、母、祖父、祖母等の中で、保育料の算定に用いた



者の収入の合計をいう。 

５ 区分２（１）における欠席の期間が、１月未満の場合は減免しないものとす

る。 



 



 



別記様式第１号（第７条関係） 

別記様式第２号（第７条関係） 

 


